
６５歳以上の方の介護保険料 ※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じ3年ごとに設定されます。

＊1 世     帯… 原則として４月１日現在の世帯。ただし、４月２日以降に砺波市、小矢部市、南砺市以外から転入された場

合や年度途中で６５歳(第１号被保険者)になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日の世帯や、誕生日の

前日の世帯を基準とします。 

＊2 合計所得金額… 収入金額から必要経費等に相当する金額を差し引いた金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除

をする前の金額で、損失繰越控除などは適用する前の金額です。                     

なお、平成３０年４月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除｣し

た金額と「公的年金等に係る雑所得を控除(所得段階が１～５段階のみ)」した金額を用います。 

＊3 課税年金収入額… 税法上、課税対象となる公的年金（国民年金、厚生年金など）の収入。非課税となる年金（障害年金、遺族

年金など）は含まれません。 

所得 

段階
第１段階 第 2 段階 第 3 段階 第 4 段階 第 5 段階 第 6 段階 第 7 段階 第 8 段階 第 9 段階 

率 
基準額 

×０.４5 

基準額 

×０.6 

基準額 

×０.7 

基準額 

×0.9 

基準額 

×１.０ 

基準額 

×１.２ 

基準額 

×１.３ 

基準額 

×１.５ 

基準額 

×１.７5 

保険料

(年額) 
32,200円 43,000円 50,200円 64,500円 71,700円 86,100円 93,200円 107,600円 125,500円 

課税されている

同じ世帯(＊1)の方の今年度の市民税は？

課税されていない

課税されている

方がいる

受けている 受けていない

あなたの前年の合計所得金額(*2)

＋ 課税年金収入額(*3)の合計は？

80万円 

以下

あなたの前年の合計所得金額

(*2) ＋ 課税年金収入額(*3)

の合計は？ 

80万円 

以下

全員課税されていない

生活保護または老齢福祉年金は？

あなたの前年の合計所得金額(＊2)は？

80万円超

１2０万円以下
120万円超 80万円超

1２0万円

未満

120万円以上 

200万円未満

300万円

以上

200万円以上

300万円未満

あなたの今年度の市民税は？

介護保険料は大切な財源です 

６５歳以上の方（第１号被保険者）の場合

決め方 保険料は基準額をもとに前年の所得や課税状況に応じて決まります 

介護保険はみんなで支え合う制度です 
介護保険の運営に必要な費用は、国、都道府

県、市町村が半分を負担し、残りの半分を被保

険者が保険料として負担することになります。 

40～64歳の

方の保険料

27%

公費
50%

介護保険

の財源

65 歳以上の

方の保険料 

基準額 

５,９８０ 円 
（月額）

＝ ÷12か月 

23％ 砺波市・小矢部市・南砺市の介護保険

給付にかかる費用のうち６５歳以上

の方の負担分(２３％) 

砺波市・小矢部市・

南砺市の６５歳以上

の方の人数 

介護保険料の決め方・納め方

６５歳以上の方の保険料は、砺波地方介護保険組合（砺波市,

小矢部市,南砺市で構成）が、平成３０年度から３年間にかかる

介護保険サービス費用をまかなうために算出された「基準額」

をもとに、本人の所得や世帯員の課税状況に応じて段階的に保

険料が決定されます。みなさんの保険料が介護保険を支えてい

ます。 
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お問い
合わせ

納期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 
随時1期
(２月生)

随時2期
(３月生)

納期限 ７月末 ８月末 ９月末 10月末 11月末 
12月 

25日
１月末 ２月末 ３月末  ４月末  

６５歳以上の方の介護保険料は、原則として年金から

納めることになっており、年金の受給額によって納め方が法

律で定められています。納め方を個人で選択することはでき

ませんので、決められた方法で納付をお願いします。 

砺波地方介護保険組合 
〒939-1392 富山県砺波市栄町7番3号 

（砺波市高齢者能力活用センター2階） 

TEL（0763）34-8333 FAX（0763）34-8334 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pci.-area.tonami.toyama.jp 

または
砺 波 市 高齢介護課 

℡（0763）33-1111 

小矢部市 健康福祉課

℡（0766）67-8605 

南 砺 市 地域包括ケア課 
℡（0763）23-2034

６５歳から保険料の納め方が変わります納め方

受給されている年金額によって2種類に分けられます。６５歳になった月（６５歳の誕生日の前日が属する月）

の分から、原則として年金から納めますが、年金から差し引きを開始するまでの半年から１年間は、納付書または

口座振替（普通徴収）による納付になります。 

年金からの差し引きは自動的に開始されますので、個別に手続きをする必要はありません。

特別徴収 

仮徴収 前年度から継続して特別徴収で保険料を納
めている方は、４･６･８月は前年度２月分と同じ保険

料を納めます。 

年金が年額１８万円以上の方 年金から差し引かれます 

介護サービスを利用していないのに保険料を納める

のですか？ 

保険料の納め方を自分で選びたいのですが納付方法

は選べないのですか？ 

介護保険のサービスを利用している、利用していないに

かかわらず、原則として４０歳以上の方は全員が保険料を納め

なければなりません。介護保険は支え合いの制度です。いつか

介護が必要となったとき、安心して介護サービスを利用するた

めにも納付をお願いします。 

普通徴収 年金が年額１８万円未満の方 

●納付書の納期限までに、指定の
金融機関で納めるか、口座振替

によって納めます。

介護保険料の口座振替が便利です。
① 通帳、印鑑（通帳届出印）を用意します。

② 取扱金融機関で「口座振替依頼書」
に必要事項を記入し申し込みます。 

※申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより 

引き落としできなかった場合などは、納付書で納めることになります。 

納付書で各自納めます 

普通徴収の納期 
年８回に分けて 

納めます 

手続き 

12月 4月 6月 8月 12月 2月 10月 10月 

同額 

本徴収 10･12･2月は、前年の所得などをもとに、
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を

納めます。※８月から調整される場合もあります。

前 年 度 本 年 度 

※対象となる年金は、老齢（退職）年金、遺族、障害年金です。

2月 

仮 徴 収 本 徴 収 

●６５歳（第１号被保険者）になったとき 

●砺波市、小矢部市、南砺市以外から転入したとき 

●収入申告のやり直しなどで所得段階の区分が変更に

なったとき 

●年金が一時差し止めになったとき など

●次のような場合には一定の期間普通徴収になります。●年度の途中に６５歳を迎えら
れた方は、その月（誕生日の

前日が属する月）から年度末

までの月割で、納期に分けて

納めていただくことになりま

す。２月２日以降に６５歳を

迎えられた方は、随時期で納

めていただきます。


